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　シリーズでお知らせしています標準報酬制への移行は、今月からスタートいたしました。今後は、移行後の
決定や改定等についてお知らせしていきます。
　今月は標準報酬月額等を決定したときにお知らせする通知書についてご案内します。
　標準報酬を決定又は改定したとき及び標準期末手当等の額を決定したときは、共済組合は組合員に対し、
等級や標準報酬月額等を通知しなければならないこととなっています。
　初回となる通知書は、所属所の共済事務担当者を通じて今月末に配付いたしますので、通知書を受け取っ
た際は、決定内容のご確認をお願いいたします。
　なお、決定等の内容に不明な点がある場合は、所属所の共済事務担当者にご確認いただきますようお願い
いたします。
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